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三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
Ｉ
Ｔ
の
本
格
的
活
用
に
対
す
る
政
府
の
考
え
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
Ｉ
Ｔ
の
本
格
的
活
用
に
対
す
る
政
府
の
考
え
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

建
築
物
は
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
等
の
規
定
を
遵
守
し
て

建
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
経
済
財
政
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
等
の
計
量
経
済
モ
デ
ル
に
よ
る
計
算
結
果
は
、
誤
差
を
伴
う
た
め
、
相

当
の
幅
を
も
っ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
実
の
経
済
政
策
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
計
量
経
済
モ
デ
ル

に
よ
る
計
算
結
果
を
参
考
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
時
々
の
経
済
状
況
等
を
十
分
に
踏
ま
え
て
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

三
及
び
八
に
つ
い
て

内
閣
府
の
経
済
財
政
モ
デ
ル
等
の
概
要
、
方
程
式
等
に
つ
い
て
は
公
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
計
量
経
済
モ
デ
ル
の

作
成
及
び
改
定
や
こ
れ
を
用
い
た
試
算
に
当
た
っ
て
は
、
随
時
、
専
門
家
の
意
見
を
聴
取
し
、
こ
れ
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
現
実
の
経
済
政
策
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
計
量
経
済
モ
デ

一



ル
に
よ
る
計
算
結
果
を
参
考
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
時
々
の
経
済
状
況
等
を
十
分
に
踏
ま
え
て
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
特
定
の
人
た
ち
が
独
自
に
定
め
た
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

「
日
本
経
済
の
進
路
と
戦
略
」（
平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
の
参
考
試
算
（
以
下
「
参
考
試
算
」
と
い
う
。
）

は
、
経
済
理
論
を
踏
ま
え
過
去
に
お
け
る
変
数
相
互
の
関
係
を
精
査
し
た
上
で
作
成
さ
れ
た
「
経
済
財
政
モ
デ
ル
（
第
二
次

改
定
版
）
」
（
平
成
十
九
年
三
月
内
閣
府
公
表
）
を
用
い
て
、
具
体
的
な
政
策
の
方
針
と
し
て
示
さ
れ
、
か
つ
試
算
に
反
映

す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
盛
り
込
む
と
い
う
考
え
の
下
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

参
考
試
算
は
、
「
平
成
十
九
年
度
の
経
済
見
通
し
と
経
済
財
政
運
営
の
基
本
的
態
度
」
（
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
閣

議
了
解
。
以
下
「
基
本
的
態
度
」
と
い
う
。
）
と
整
合
的
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
基
本
的
態
度
は
、
参
考
試
算
と
は
異
な
り
、
計
量
経
済
モ
デ
ル
の
計
算
結
果
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。

二


